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業 種 飲食店・宿泊業 

業 務 概 要 飲食業（中華料理店）【中町店，騎射場店，霧島国分店，伊敷店，笹貫店， 

吉野店，田上天神店，卸本町店，本社工場】 

行 動 計 画 期 間 令和４年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）・妊娠中・出産後の女性社員の母性健康管理について，制度の周知を 

 図る。 

    ・育児休業に関する規定の整備や育児休業に関わる事項の周知を図 

 る。 

＜対策＞ 

・令和４年４月～ 社員のニーズ調査，母性健康管理等についての情報収集 

・令和５年度～  制度に関するパンフレットの配布等， 

管理職を対象とした研修（社会保険労務士によるものを含む） 

 

目標２）産前産後休業や育児休業，育児休業給付金や産休期間中・育休期間

中の社会保険料（国民年金保険料を含む）免除などについて，制度

の周知や情報提供を行う。 

＜対策＞ 

・令和４年４月～ 社員のニーズ調査，各制度についての情報収集 

・令和５年度～  制度に関するパンフレットの配布等， 

管理職を対象とした研修（社会保険労務士によるものを含む）  

 

目標３）所定外労働の削減のための措置の実施。 

＜対策＞ 

・令和４年４月～ 前期第２期に引き続き検討，一部施行済み 

・令和５年度～  制度の導入，社員への周知・指導 

管理職を対象とした研修（社会保険労務士によるものを含む） 

 

目標４）若者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供。 

＜対策＞ 

・令和４年４月～ 一部実施済み・実施継続 

・令和５年度～  制度の導入に関する検討 
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目標５）女性労働者の平均勤続年数を現在の２年５か月より１年以上伸ばす。 

＜対策＞ 

・令和４年４月～ 制度に関するパンフレットの配布等， 

管理職を対象とした研修（社会保険労務士によるものを含む） 

・令和５年度～  有給休暇を取得促進する取組みを行う。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■相談体制の整備 

○出産から育児休暇に関する事務手続きは全て、総務で行うようにして、相談

出来易い環境づくりの構築を目指しております。 

■育児のための短時間勤務制度の導入 

○３歳に満たない子を養育する社員は、１日の所定労働時間を６時間とする短 

時間勤務制度を利用できます。 

 


